
令和 5 年度中山間地域等直接支払制度の実施状況について 

１．概要 

 中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を維持するため、国及び地方自治体による支援を行う制度

として、平成 12 年度から実施してきており、平成 27 年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な

措置として実施されています。 

 小矢部市では、平成 12 年度より 19 の集落協定において本制度の取組をスタートし、令和２年度から令和６年度の５年間を第 5 期対策として

27 の集落協定が下記のとおり中山間地域等直接支払を実施しています。 

 

２．対象地域の参加者、基準別面積及び交付金額 

 

 

３．集落マスタープラン 

 

 

４．農業生産活動等として取り組むべき事項 

 

 

５．農業生産活動等の体系整備として取り組むべき事項 

 令和６年度までに体系整備単価で中山間地域等直接支払に取り組む 22 の集落協定が集落戦略の作成を行うこととしており、現在作成中であ

る。 

田（急傾斜） 田（緩傾斜） 畑（急傾斜） 畑（緩傾斜） 田（急傾斜） 田（緩傾斜） 畑（急傾斜） 畑（緩傾斜）

小矢部市安楽寺 体系整備単価 12 23,068 14,108 37,176 597,292

小矢部市道坪野 体系整備単価 42 245,596 24,301 269,897 5,351,924

小矢部市峯坪野 体系整備単価 生産性向上加算 35 291,553 36,387 327,940 7,140,852

小矢部市谷坪野 体系整備単価 23 156,082 4,660 160,742 3,315,002

小矢部市論田 体系整備単価 14 25,659 52,082 77,741 955,495

小矢部市峠 体系整備単価 3 32,387 0 32,387 680,127

小矢部市荒間 体系整備単価 11 114,693 55,365 170,058 2,851,473

小矢部市千石 体系整備単価 6 57,111 0 57,111 1,199,331

小矢部市宮中 体系整備単価 23 17,817 95,694 113,511 1,139,709

小矢部市矢波 体系整備単価 18 30,222 11,140 41,362 723,782

小矢部市屋波牧 基礎単価 8 51,821 0 51,821 870,568

小矢部市嶺 体系整備単価 8 60,480 0 60,480 1,270,080

小矢部市岩崎 体系整備単価 14 58,213 5,977 64,190 1,270,289

小矢部市糠子島 基礎単価 9 10,992 9,616 20,608 246,195

小矢部市了輪 体系整備単価 20 33,082 16,729 49,811 828,554

小矢部市高屋敷 基礎単価 9 35,680 18,688 54,368 719,010

小矢部市三ヶ村 基礎単価 14 14,991 6,574 21,565 293,915

小矢部市田川 体系整備単価 16 28,342 0 28,342 595,182

小矢部市法楽寺 体系整備単価 13 26,426 0 26,426 554,946

小矢部市横谷 体系整備単価 14 31,975 0 31,975 671,475

小矢部市埴生 基礎単価 26 59,629 0 59,629 1,001,738

小矢部市石坂 体系整備単価 9 23,430 0 23,430 492,030

小矢部市松尾 体系整備単価 44 58,303 0 58,303 1,224,363

小矢部市八講田 体系整備単価 26 49,069 3,003 52,072 1,054,473

小矢部市五郎丸 体系整備単価 11 68,911 0 68,911 1,447,131

小矢部市臼谷 体系整備単価 生産性向上加算 11 65,529 88,166 153,695 2,422,225

小矢部市末友 体系整備単価 集落機能強化加算、生産性向上加算 130 93,900 109,940 203,840 3,604,714

27集落協定　合計 569 1,764,961 552,430 2,317,391 42,521,875

交付金額
（円）

面積（特認地域）（㎡）
集落協定名 単価種別 加算措置 参加者数

合計面積
（㎡）

面積（通常地域）（㎡）

安楽寺 道坪野 峯坪野 谷坪野 論田 峠 荒間 千石 宮中 矢波 屋波牧 嶺 岩崎 糠子島 了輪 高屋敷 三ヶ村 田川 法楽寺 横谷 埴生 石坂 松尾 八講田 五郎丸 臼谷 末友

将来にわたり農業生産活動等が可能となる集落内の実施体制構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

協定の担い手となる新たな人材の育成・確保 ○ ○

協定参加者それぞれが、作物生産、加工・直売等様々な工夫により再生可能な所得を確保

機械・農作業の共同化等営農組織の育成

高付加価値型農業

農業生産条件の強化

担い手への農地集積

担い手への農作業の委託 ○

新規就農者等による農業生産

地場産農産物等の加工・販売 ○

消費・出資の呼び込み

共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

内容（目指すべき将来像）
集落協定

内容（将来像を実現するための活動方策）

安楽寺 道坪野 峯坪野 谷坪野 論田 峠 荒間 千石 宮中 矢波 屋波牧 嶺 岩崎 糠子島 了輪 高屋敷 三ヶ村 田川 法楽寺 横谷 埴生 石坂 松尾 八講田 五郎丸 臼谷 末友

賃借権設定・農作業の委託 〇

既荒廃農用地の復旧・林地化・畜産的利用

既荒廃農用地の保全管理　

農地の法面管理 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

柵、ネットの設置等鳥獣被害防止 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

限界的農地の林地化

簡易な基盤整備

担い手の確保

地場農産物の加工・販売

水路の管理 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

農道の管理 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

その他の施設の管理

周辺林地の下草刈 〇 〇 〇 〇 〇 〇

土壌流亡に配慮した営農

棚田オーナー制度

市民農園等の開設・運営

体験民宿（グリーン・ツーリズム）

景観作物の作付け 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

魚類・昆虫類の保護

鳥類の餌場の確保

粗放的畜産

堆きゅう肥の施肥、拮抗作物の利用、合鴨・鯉の利用、輪作の徹底、緑肥作物の作付 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

Ⅰ必要事項（農業生産活動等）

１　耕作放棄の防止等の活動
集落協定

２　水路、農道等の管理活動

Ⅱ選択的必須事項（多面的機能を増進する活動）


